
 

 

議案第７１号 

 

   久喜市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 

 

 久喜市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成

22年久喜市条例第44号)の一部を次のように改正する。 

 第7条中「次の各号のいずれかに該当する特別職」を「都市計画審議会委員」

に改め、同条各号を削る。 

 別表農業振興協議会の項の次に次のように加える。 

(仮称)久喜市中小企業・

小規模企業振興基本条例

検討委員会 

委員 日額 6,000 円 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

平成２８年６月６日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二    

 

提案理由 

 議会議員の重複報酬の禁止規定を改めるとともに、非常勤特別職の報酬を新た

に規定するため、この案を提出するものであります。 


